
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 明けましておめでとうございます。 

会員の皆様並びに関係各位におかれましては、穏やかな新春をお迎えのことと、お慶び申し上げます。 

 本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、静かな年末年始いかがだったでしょうか。残念ながら、新型コロナウイルス第３波は収まる様子が見えな

い状況にあります。まさしく、コロナとの共存社会という、いつもと違う新年を迎えています。 

したがいまして、個人をはじめ、関係機関団体及び事業所等それぞれが感染しないように、なお一層の対策や予

防に取組みつつ、それらを日常的なこととして、これからも続けていかなければなりません。 

個人ができる日常的なこととしては、フィジカル・ディスタンシング（身体的距離の確保）、マスク着用、手洗

い、うがい、3 密（密閉、密集、密接）の一つでもあれば避けるということです。 

少し話が変わりますが、昨年末に引退発表をしたラグビーフットボール元日本代表の五郎丸 歩さんのしぐさが、

「五郎丸ポーズ（ルーティン）」として、2015 年の新語・流行語大賞のトップテンに選出されたのは記憶に新し

いと思います。 

五郎丸ポーズとは、五郎丸さんがプレースキックを蹴る前に両手を組み精神統一を図っていましたが、その動

作は決まりきったものでした。そしてこの決まった動作のことを「ルーティン」と説明や紹介があったことから、

「五郎丸」と「ルーティン」は合わせた形でネット流行語大賞金賞も受賞しました。 

「ルーティン」は、習慣的・定期的な手続きや仕事、日課などの意味もあります。そこで、提案です。前述した

コロナ対策や予防を、個人が日常的にできることをルーティン化してみてください。 

ＳＣ事業もコロナの影響による業績の減少も部分的にはありますが、地域社会の維持と保全に係る要請と多様

化は増加の傾向にあります。 

今年もあわただしい 1 年になると思いますが、健康第一、安全第一を念頭に生きがいの充実を図るために、干

支にちなんで、確実に力強く一歩ずつ前進しましょう。 

 

新会員の紹介！ よろしくお願いします！ 

  12 月は男性二人の入会と一人の退会がありました。二歩進んで一歩下がるという状況ですが、現在、男性

197 人、女性 100 人、合計 297 人です。節目の目標 300 人にあと 3 人となっていますので、年度内には

達成できればと願っています。積極的な会員確保にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

  退会者紹介！      有難うございました！新しい地でのご活躍をご祈念申し上げます。 

 

 

 

 氏 名 地域班（公民会） 年齢 性別 入会年月日 

1 四
し

 位
い

 裕
ゆう

 一
いち

 宮之城屋地 1 班(五日町) 63 男 Ｒ2.12.16 

2 平
ひら

   光
みつ

 成
なり

 虎居班(東町) 71 男 R2.12.16 

 氏 名 地域班（公民会） 年齢 性別 退会年月日 会員歴 

1 堀之内
ほりのうち

 秋
あき

 徳
のり

 宮之城屋地 2 班(中央) 71 男 Ｒ2.12.11 2 年 

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター 

事務局だより 

２０２１ 

１月号 
『ＳＣ』は シルバー人材センター、 『県シ連』は 鹿児島県シルバー人材センター連合会、 『全シ協』は 全国シルバー人材センター事業協議会 

『高齢法』は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の略です。                        ☎ 0996-52-3363 

今年も もう一花咲かせましょう！ 

１ 

２ 



1  １月の入会説明会！          

     １月 19日（火） ９：００からです。 
  入会説明会は、会員になるためには通らなければならない過程です。いわゆるシルバ

ー会員の登竜門になります。したがいまして、先ずは入会説明会にご出席の上、耳を傾けていただければ、ご入

会はいつでもＯＫということになります。 

  入会説明会出席後は、下記４の入会時期による特典の他、気軽に選択し判断できる準会員登録や会費納入の

取扱いもありますので、60 歳以上の知人・友人の方々に情報提供など周知広報をお願いします。 

 

4四半期(１月～３月)入会の特典をご紹介・ご利用ください！  

会  費 会費納入の取扱い 

◆入会時期によって段階的に減額ま

たは免除されます。 

※１月から３月は、作業依頼の端境

期で就業機会が減少します。 

◆入会時に納入されない場合は、就業実績があった後での納入で

も結構です。 

◆入会時に納入がなく、年度内に就業実績が無かった場合は無料

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

1  就業相談月間をお気軽にご利用ください！ ～就業が無かった方、少なかった方へ～ 

  受託事業の 11 月末の全体就業率は 68.9％です。ということは全体会員数 297 人中 92 人が未就業という

ことになります。 

  その要因は次のような実情があります。 
 

   ◆病気、体調不良 ◆高齢による体の衰え ◆希望する仕事が無い ◆照会された仕事が合わない 

 ◆照会された就業との日程不良（タイミングが合わなかった） ◆人間関係 ◆退会予定者…など 

   ※派遣事業のみの就業者は就業率に含まれていない。（派遣事業登録者 86 人） 
 

  以上のようなことから、未就業者及び低就業者の会員がいらっしゃるのが実態です。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高年齢者への就業機会の提供を本分とするＳＣとし

ましても、折角、ＳＣの門をくぐっていただいたのに意に添えない実情に申し訳ないことであり、事業（業務）

として対処しなければならない課題であると捉えています。 

  このようなことから、就業相談月間を設けましたで、就業に関することをはじめ、ＳＣに関わること、何でも

よろしいですのでご相談ください。お気持ちを聞かせてください。ＳＣへの来所または電話でも結構です。 
 

＊＊＊ 就業相談月間  ２月～３月 ＊＊＊ 

 

ゴルフコンペのお誘い（再掲）！ 
◆ 会員互助会ゴルフ同好会 第 2 回交流コンペ 

◆ 期 日  ２月５日（金） スタート 9：36 

◆ 場 所  さつまゴルフリゾート 

◆ 参加枠  4 組（16 人） 

  事務局だよりでは最後のお知らせになります。大まかな算用では参加枠は確保できるかな？という感じです

が、具体的な参加者は押さえてありません。確実な計画を立てたいので、参加希望者は確認も含めて事務局まで

お知らせください。センター 52-3363 世話係（外囿良幸）070-7660-1678 

区 分 
4～12 月 

入会 

1 月 

入会 

2 月 

入会 

3 月 1 日～ 

3 月 30 日 

入会 

3 月 31 日 

入会 

シルバー会員会費 3,000 円 2,000 円 1,000 円 1,000 円 無料 

会員互助会会費 1,000 円 500 円 500 円 無料 無料 

計 4,000 円 2,500 円 1,500 円 1,000 円 無料 

４  

５ 

６ 

３ 受託事業 



配分金と町県民税申告について！ 

  令和 3 年度の町県民税申告が、2 月 1 日(月)から 3 月 12 日(金)まで各地区で行われます。それに備えて受

託(請負)事業の就業実績のある方には、事務局だよりと同封で配分金支払証明書を送付しました。 

  ＊ 派遣就業で支払われた賃金については給与所得になりますので、昨年末に県シ連から源泉徴収票が送付されて

います。 

  ここでは、配分金と必要経費（控除）の関係をお知らせします。 

  配分金は、所得税法上では「雑所得」として扱われますで、町県民税の申告が必要です。（1 年間に得た配分

金収入から、配分金収入を得るために支出した必要経費を差し引いた金額が「雑所得」になります。） 

  町県民税申告の際は、配分金支払証明書を添えて申告を行ってください。なお、税の申告については様々なケ

ースがありますので、詳しくは申告会場の町職員にご相談ください。 

配分金に係る家内
・ ・

労働者
・ ・ ・

等の必要経費の特例 
 

(注) 家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力計の検針人のほか、特定の者

に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。ＳＣの会員は一事業者であることか

ら受託事業就業者は家内労働者になります。 
 

① 収入が配分金だけの方 

 ≪家内労働者等の必要経費の特例の概要≫ 

   総収入金額（配分金）から実際にかかった必要経費を差し引いて計算されますが、家内労働者等の場

合には、必要経費として 55 万円まで認められる特例があります。 

 ≪家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額≫ 

実際にかかった経費の額が 55 万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が 55 万円ま

で認められます。 

 ≪家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額≫ 

   事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が 55 万円未満のときは、上記と同様必要経費が

合計 55 万円まで認められます。この場合は 55 万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず

雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。 
 

② 収入が配分金と給与のある方 

 ≪家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合≫ 

   給与の収入金額が 55 万円以上あるときは、この特例は受けられません。 

   給与の収入金額が 55 万円未満のときは、55 万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた

残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高いほうがその事業所得や雑所得の必要経

費になります。 

   このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が 55 万円以上ある場合（換言すると、給与

の収入金額が 55 万円以上ある場合は）には、この特例の適用はありません。 
 

 

初の試み『出前入会説明会』にご協力を！ 

  会員確保については関係規程の見直しや普及啓発など独創性と工夫を凝らして取組んでいますが、更に初の

試みとして下記のとおり「出前入会説明会」を実施することにしました。ご協力をお願いします。 

◆ 期 日  2 月１４日（日） 

  当日は、聖バレンタインデーです。参加者には

ホットコーヒーとチョコレートを準備してお待

ちしています。もしよろしかったら、会員さんと入会をお勧めする方、ご一緒の上くつろいでいただけましたら

有難いです。 

  また、会員以外の方にはプレゼント（10 周年記念タオル、さつまるちゃんタオル、保冷バック、作業用帽子、

着火マン、おにぎりパックのいずれか一品）を差し上げますので積極的な周知と勧誘をお願いします。 

  なお、このことについては、シルバー広報紙 1 月号、町広報紙 1 月号、チラシ（鶴田・薩摩地区全戸配付）

でも啓発しますので申し添えます。 

鶴田地区 薩摩地区 

鶴田中央公民館 

（9:00～11:00） 

薩摩農村環境改善センター 

（13:00～15:00） 

７ 

８ 



   配分金見積基準(令和３年４月１日施行)が改定されました！ 

  １２月１８日開催の第３回理事会で、配分金規約に規定する配分金基準が改定されました。 

  令和３年４月１日適用ですが、地域における最低賃金等を尊重し、社会的に相当な内容とするための改定で

す。自分の就業時の役務となる配分金や仕事を依頼された時の大まかな見積り等の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

９ 

家事支援(室寧清掃、買い物、病院の付添い、食事つくりなど)をしていただく就業会員が足りません。 

就業希望の方がいらっしゃいましたら、担当 永田までご連絡ください。 


